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【ナーシングホームもも四日市 基準該当短期入所生活介護 重要事項説明書】 

 

基準該当短期入所生活介護の提供にあたり、当事業者が説明すべき重要事項は次のとおり

です。 

 

1. 事業者概要 

事業者名称 有限会社だいち 

事業者所在地 三重県員弁郡東員町鳥取９１７番地２ 

法人種別 営利法人 

代表者氏名 代表取締役  福本 美津子 

電話番号 ０５９４-７５-０３０２ 

法人設立年月日 平成１５年１月 

 

2. ご利用事業所概要 

(1) 事業所の所在地等 

事業所名称 ナーシングホームもも四日市 

介護保険事業所番号 ２４８０２０００９２ 

サービスの種類 
・基準該当短期入所生活介護 

・介護予防基準該当短期入所生活介護 

事業所所在地 三重県四日市市朝明町４４１番地１ 

電話・FAX 番号 
（電話）０５９-３３６-３３３０ 

（FAX）０５９-３２８-４４４０ 

責任者 管理者  鈴木 徹 

通常の事業実施地域 四日市市全域 

 

(2) 事業の目的及び運営方針 

事業目的 

利用者の心身の状況等をふまえて、その利用者が可能な限り居宅にお

いて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援

助を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維

持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とし

ます。 

運営方針 

基準該当短期入所生活介護は、利用者の要介護状態及び要支援状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う

とともに、基準該当短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法
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等について、理解しやすいように説明を行います。 

関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護事業者、地域の保健・

医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供

に努めます。 

 

(3) 事業所の職員体制 

職種 職務内容 人数 

管理者 

管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の

管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されて

いる基準該当短期入所生活介護の実施に関し、事業所の従

業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 

常勤１名 

（介護職員と

兼務） 

生活相談員 

生活相談員は、事業所に対する基準該当短期入所生活介護

の利用の申し込みに係る調整、利用者の生活の向上を図る

ため適切な相談・援助等を行い、また他の従事者と協力して

基準該当短期入所生活介護計画の作成等を行う。 

1 名以上 

介護職員 
介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、必要な介護を行

う。 

3 名以上 

（常勤換算） 

看護職員 看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。 1 名以上 

機能訓練 

指導員 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退

防止するための訓練指導、助言を行う。 

1 名以上 

栄養士 適切な栄養管理を行います。 1 名以上 

医師 医師は、利用者の健康管理や療養上の指導を行います。 1名（非常勤） 

事務職員 事務職員は必要な事務を行う。 1 名以上 

 

(4) 事業所の施設概要 

ユニット数 １ユニット 

利用定員 ９名 

居室（洋風・和風） 部屋数：9 部屋（洋風 6 和風 3）、予備室１ 

＊ 和風の居室は畳仕様(ベッドあり) 

＊ 部屋面積：10.84～11.43 ㎡ 

入浴設備 浴室 2（介助浴・一般浴） 

洗面台 4 箇所 

トイレ 洋式 3 箇所、男性用便器付 1 箇所 

食堂・生活機能訓練スペース

（共同生活室） 

床面積：85.78 ㎡ 

簡易キッチン IH クッキングヒーター、流し台付 
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防火設備 消火器・スプリンクラー・非常警報装置・避難誘導灯

など、耐火・難燃性壁・カーテンなど 

調理室・洗濯室・汚物処理室・

介護材料室 

各 1 箇所 

＊各居室・トイレ・浴室には緊急時の呼び出しが付いています。 

 

(5) 事業所の営業日 

営業日 年中無休 

営業時間 ２４時間 

 

3. サービス内容 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

基準該当短期入所生活 

介護計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス

計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等

のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサー

ビス内容を定めた基準該当短期入所生活介護計画を作成し

ます。 

基準該当短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その

内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者

の同意を得ます。 

基準該当短期入所生活介護計画の内容について、利用者の

同意を得たときは、短期入所生活介護計画書を利用者に交

付します。 

それぞれの利用者について、基準該当短期入所生活介護計

画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録

を行います。 
 

利用者居宅への送迎 

事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所ま

での間の送迎を行います。ただし、曜日、時間帯、地域によ

っては実施できない場合もあります。 

食事 

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の

栄養状態に応じた栄養管理を行い、摂食・嚥下機能その他の

利用者の身体状況に配慮した適切な食事を提供します。 

日常生活

上の世話 

食事の提供及

び介助 

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行いま

す。また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行い

ます。 

入浴の提供及

び介助 

１週間に 2 回以上、事前に健康管理を行い、適切な方法で入

浴の提供又は清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。 
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排せつ介助 

介助が必要な利用者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ誘

導や排泄の介助、おむつ交換を行います。 

夜間などは必要に応じて居室内にポータブルトイレを設置

し利用時間を通じて安心して過ごしていただけるように配

慮します。 

更衣介助等 

介助が必要な利用者に対して、1 日の生活の流れに沿って、

離床、着替え、整容、その他日常生活の介助を適切に行いま

す。 

移動･移乗 

介助 

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の

介助を行います。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬の

お手伝い、服薬の確認を行います。 

健康管理 
体温や血圧、脈拍、体重の測定など看護職員による健康の管

理を行います。 

生活機能

訓練 

日常生活動作

を通じた訓練 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行います。 

レクリエーシ

ョンを通じた

訓練 

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや

歌唱、体操などを通じた訓練を行います。 

器具等を使用

した訓練 

利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識に基

づき、器械・器具等を使用した訓練を行います。 

その他 創作活動など 

利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場

を提供します。利用者・ご家族の要望等には相談の上、出来

る限り配慮します。利用者の嗜好に応じた趣味・教養または

娯楽にかかる活動の機会を提供し、利用者が自立的に行な

うこれらの活動を支援します。 

 

4. サービス利用料 

(1) 保険給付内サービス利用料 

サービス利用料金（１日につき） １単位あたり 10.33 円 

介護度 単位数 基準額 

（10 割） 

自己負担額 

（１割負担） 

自己負担額 

（2 割負担） 

自己負担額 

（3 割負担） 

要支援 1 ５６１ 5,795 円 580 円 1,159 円 1,739 円 

要支援 2 ６８１ 7,034 円 704 円 1,407 円 2,111 円 

要介護１ ７４６ 7,706 円 771 円 1,542 円 2,312 円 

要介護２ ８１５ 8,418 円 842 円 1,684 円 2,526 円 

要介護３ ８９１ 9,204 円 921 円 1,841 円 2,762 円 
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要介護４ ９５９  9,906 円  991 円 1,982 円 2,972 円 

要介護 5 １，０２８ 10,619 円 1,062 円 2,124 円 3,186 円 

① 送迎加算（片道につき） 

片道につき １８４単位 が加算されます。 

② 看護体制加算（II）（介護予防を除く） 

常勤の看護師を 1 名以上配置していることにより加算されます。 

 1 日あたり ８単位 

③ 若年性認知症利用者受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者様ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、

当該利用者の特性やニーズに応じたサービスを行った場合に加算されます。 

 1 日あたり １２０単位 

④ 看取り連携体制加算 

看取り期の利用者様に対し、レスパイト機能を果たしつつ、看護職員の体制確保

や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に加算

されます。 

 １日あたり ６４単位 

⑤ 長期入所減算 

連続して３０日を越えて同一の基準該当短期入所生活介護事業所に入居している

場合に、所定単位数から減算されます。 

 １日あたり △３０単位 

⑥ 緊急短期入所受入加算（介護予防を除く） 

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない基準該当短期入所生

活介護を緊急に行った場合は、当該基準該当短期入所生活介護を行った日から起

算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情が

ある場合は、１４日）を限度として、加算されます。 

 １日あたり ９０単位 

⑦ 介護職員等処遇改善加算（II） 

１ヵ月の所定単位数に１３．６％を乗じた単位数が加算されます（区分支給限度

基準外）。 

 

(2) 保険外サービス利用料 

居室費 １日あたり ２，０６６円 

食費 １食あたり 

朝食 ４００円 

昼食 ５８０円（おやつ代含む） 

夕食 ５３０円 

クラブ活動費 １回あたり 参加者のみ実費 
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ただし、介護保険負担限度額認定証をお持ちの利用者につきましては、食費、居室費の

負担限度額（日額）は次のとおりとなります。 

利用者負担段階※１ 主な対象者（市町村民税非課税）※２ 居室費 食費 

第 1 段階 

 生活保護受給者 

 世帯全員が市町村民税非課税である 

老齢福祉年金受給者 

880 円 300 円 

第 2 段階 

 世帯全員が市町村民税非課税であっ

て、年金収入金額 + 合計所得金額が

80 万円以下など 

880 円 600 円 

第 3 段階① 

 世帯全員が市町村民税非課税であっ

て、第 2 段階該当者以外 

 年金収入等 80 万円超～120 万円以下 

 1,370 円 1,000 円 

第 3 段階② 

 世帯全員が市町村民税非課税であっ

て、第 2 段階該当者以外 

 年金収入等 120 万円超 

1,370 円 1,300 円 

※1：平成 18 年 7 月以降に受ける介護サービスにおける利用者負担額は、税制改正後の各

個人の課税状況により決定されます。 

※2：市町村民税課税層でも、高齢夫婦世帯の一方が施設に入所し、食費・居住費の負担に

より残された配偶者の在宅生活が困難になるような場合は、第 3 段階とみなされます。 

 

※ 介護保険法令の改正に基づき法定利用料金の変更があります。 

※ 介護保険適応の場合にあっても、保険料滞納等により、保険給付金が直接事業所に支払

われない場合には、一旦料金を立替払いしていただきます。その際サービス提供証明書

を発行しますので、後日、各市町の介護保険担当窓口に提出していただきますと差額の

払い戻しを受けることが出来ます。 

 

(3) その他のサービス・利用料金 

サービス 料金 

理髪 ご希望の場合は美容師によるカッ

トをご利用いただけます（予約制の

ため、ご希望に添えない場合もあり

ます）。 

１回１，５００円 

（非課税） 

レクリエーションなど 希望に応じてレクリエーション、そ

の他の余暇活動に参加いただけま

す。 

その都度必要な金額（事

前にご連絡いたします） 

洗濯代 クリーニング等、特殊な洗濯につい

ては実費 

１回 ３００円（外税） 
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テレビ・ラジオ等電気代  １日    ８０円（外税） 

電気代  1 日  １５０円（外税） 

冬季・夏季 冷暖房使用料  １日  １５０円（外税） 

※ 利用期間中は特に現金が必要になることはございません。現金その他、通帳やカード

の持ち込みはご遠慮下さい。なお、独居生活等でどうしても本人以外での管理が困難

な場合に関しても、四日市市権利擁護事業と連絡を取り必要な措置を講じる場合がご

ざいます。 

※ その他個人的な使用に関する日常生活品などに関しての費用は、個人負担でお願いし

ます。 

※ 消費税の対象となるものについては、消費税が加算されます。 

※ 経済状況の著しい変化や、その他のやむを得ない事由がある場合、実費サービス分の

料金を改定する場合がございます。その場合、事前に変更の内容と変更する事由につ

いて説明を行います。 

 

5. ご利用料金の請求および支払い方法 

ご利用料金の 

請求方法 

利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用

の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求

いたします。 

上記に係る明細を記載した請求書を利用月の翌月 10 日前後にお渡し

いたします。 

お支払い方法 下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

① 引き落とし 

月末締め、利用月の翌月２７日引落し 

※自動振替の場合、ご利用休止・停止・契約終了後も 2 か月間は

口座を維持していただきますようお願いいたします。 

② 事業所窓口での現金支払い 

請求月の 20 日までに現金にてお支払いください。 

③ 事業者指定口座への振込 

請求月の 20 日までにお振込みください。 

 

お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書を

お渡ししますので、必ず保管されますようお願いします（医療費控除

の還付請求の際に必要となることがあります）。 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについ

て、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から 1 ヵ月以上遅延し、さらに支

払いの督促から１０日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した

上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 
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6. 利用の中止、変更、追加について 

(1) 利用予定期間の前に、利用者の都合によりサービスの利用を中止した場合、予定日の

前日までに申し出がなく、当日になって利用中止、変更が確認された場合は、キャンセ

ル料として当日利用料金の介護保険自己負担額及び居室料・食材料をいただきます。

但し、事業所がやむを得ないと確認できた場合（利用者の病状の急変や急な入院等の

場合）はこの限りではありません。 

(2) サービス利用の変更・追加については、その都度個別に対応させていただきます。 

 

7. サービス利用中の医療の提供について 

利用期間中、やむを得ない場合を除いては医療機関等の受診は行えません。当事業所の

運営にあたり、以下の医療機関と提携を結び適切な医療の提供を行なっています。 

① 協力医療機関 

医療機関名：あさけが丘診療所 

所在地：  四日市市あさけが丘２－１－１１２ 

電話番号： ０５９－３３７－３４１７ 

② 協力歯科医療機関 

医療機関名：セントラル歯科 

所在地：  桑名市中央２－３４ 

電話番号： ０５９４－２４－０４１８ 

③ 協力訪問看護ステーション（夜間看護体制協力事業所） 

事業所名：ナーシングホームもも四日市 訪問看護 

所在地： 四日市市朝明町４４１－１ 

電話番号：０５９－３３６－３３３０(同施設内) 

 

8. 契約の終了について 

利用者は、以下の事由により契約が終了します。 

 要介護認定により、利用者の心身の状況が「非該当（自立）」と判断された場合 

 利用者から契約解除の申し出があった場合 

 利用者及び家族等の故意または重大な過失により、契約の継続が困難な場合 

 事業者のやむを得ない事情により契約の継続が困難な場合 

 利用者が死亡された場合 

 

9. サービスの提供にあたって 

(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要

介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の

住所などに変更があった場合（特に、四日市市外に転出される場合）は速やかに当事業

者にお知らせください。 
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(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、

遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされる

よう、必要な援助を行うものとします。 

(3) 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に基

づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、｢基準該当短期入所生活介護計画｣を作成し

ます。なお、作成した「基準該当短期入所生活介護計画」は、利用者又は家族にその内

容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。 

(4) サービス提供は「基準該当短期入所生活介護計画｣に基づいて行います。なお、「基準該

当短期入所生活介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に

応じて変更することができます。 

(5) 基準該当短期入所生活介護従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令

は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や

意向に充分な配慮を行います。 

 

10. 心身の状況の把握 

基準該当短期入所生活介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービ

ス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

11. 居宅介護支援事業者等との連携 

(1) 基準該当短期入所生活介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス

または福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「基準該当短期入所

生活介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送

付します。 

(3) サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内

容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

12. サービス提供の記録 

(1) 基準該当短期入所生活介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その

記録はサービスを提供した日から２年間保存します。 

(2) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。 
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13. サービス内容に関する相談・要望・苦情受付について 

提供した基準該当短期入所生活介護サービスに係る利用者及びその家族からの相談、要

望、苦情等は以下の窓口で受け付けます。 

事業所の相談窓口 

受付時間： 

月曜日～金曜日 午前９時～午後５時（年末年始を除く） 

（電話）０５９－３３６－３３３０ 

面接場所：事業所相談室 

苦情受付担当者：鈴木 徹 

苦情解決責任者：筒井 みどり、福本 美津子 

市町村（保険者）の 

窓口 

四日市市介護保険課 

（電話）０５９-３５４-８１９０ 

公的団体の窓口 

国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情処理係 

（電話）０５９-２２２－４１６５（苦情処理専用番号） 

三重県福祉サービス運営適正化委員会 

（電話）０５９－２２４－８１１１ 

 

14. 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主

治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先

にも連絡します。 

 

主
治
医 

医療機関名 
 

医師名 

住所 
〒    － 

 

電話番号 
 

 

 

15. 事故発生時の対応方法について 

(1) 利用者に対する基準該当短期入所生活介護以外のサービスの提供により事故が発生し

た場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じます。 

家
族 

氏名 
 

（続柄：     ） 

住所 
〒    － 

 

電話番号 
 

 
携帯電話 
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(2) 事故の状況や事故に際して採った処置について記録し、利用者に対する基準該当短期

入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

います。 

    保険会社名： 損害保険ジャパン株式会社 

    補償の概要： 賠償保険 

 

16. 非常災害対策 

(1) 事業所に、震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)に関する担当

者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 

(2) 非常災害発生時の安全確保のため、事業の実情に応じた具体的計画を立て、非常災害

時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

(3) 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

  避難訓練：毎年２回 

  救出訓練：毎年２回 

  通報訓練：毎年２回 

 

17. 秘密の保持と個人情報の保護について 

(1) 使用する目的 

 介護保険法に関する法令に従い、利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑に

サービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員と事業所

等との連携調整、主治医や市町村等の保健・医療・福祉サービスとの連携において必要

な場合。 

(2) 利用する事業所の範囲（居宅サービス計画に定められた事業者） 

 サービス担当者会議、介護支援専門員と事業所等との連携調整、主治医や市町村等

の保健・医療・福祉サービスとの連携において必要な範囲。 

(3) 事業者は、利用者及び家族の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供することが

あります。 

① 利用者及び家族に対して、高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律上の通報の必要が生じ、同法律第７条、第２１条１項ないし３項及び６項

により守秘義務が免除されるとき。 

② 利用者について生命、身体又は財産の保護のために個人情報の使用が必要となり、

かつ、甲の同意を得ることが困難であるとき。 

③ 個人情報保護法第２３条１項各号により、本人の同意なく個人情報の第三者提供が

許されるとき。 

(4) 使用する期間 

契約期間 
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(5) 条件 

 個人情報の提供は必要最小限の範囲内とし、提供にあたっては関係者以外の第三者

に漏れることのないように細心の注意を払うこと。個人情報を使用した会議、相手方、

内容等の経過を記録すること。 

 

18. 衛生管理等 

(1) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

(2) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助

言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じま

す。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を年２回以上実

施するものとします。 

 

19. 業務継続計画の策定に関して 

(1) 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する基準該当短期入所

生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講じるものとします。 

(2) 当事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を年 2 回以上実施するものとします。 

(3) 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとします。 

 

20. 虐待の防止について 

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知徹底を図っています。 

(2) 虐待防止のための指針を整備しています。 

(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

(4) (1)～(3)を適切に実施するために担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 ナーシングホームもも四日市  施設長 筒井 みどり 
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(5) サービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに保険者

等に通報します。 

21. 身体拘束の禁止に関して 

(1) 当事業所は、利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為（以下「身体拘束」と

いう。）を行いません。ただし、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を

得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など

必要な事項を記載することとします。 

(2) 当事業所は従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を年 2 回以上実施するも

のとします。 

 

22. 業務継続計画の策定に関して 

(1) 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定看護小規模多

機能型居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じるものとします。 

(2) 当事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を年 2 回以上実施するものとします。 

(3) 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとします。 

 

23. ハラスメントに関して 

当事業所は、適切なサービス提供を確保する観点から、従業者に対する次に示すハラス

メントの防止のために必要な措置を講じます。 

(1) 身体的な力を使って危害を及ぼす行為（回避して危害を免れた場合も含む） 

（パラーハラスメント、カスタマーハラスメント、他） 

(2) 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷づけたり貶めたりする行為 

（パラーハラスメント、カスタマーハラスメント、他） 

(3) 意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ 

（セクシュアルハラスメント） 

 

24. サービス提供の際の禁止行為 

当事業所の従業者は、利用者に対する基準該当短期入所生活介護サービスの提供にあた

って次に挙げる行為は行いません。 

(1) 利用者もしくはその家族等からの金品等の授受。 

(2) 利用者の家族等に対する基準該当短期入所生活介護サービスの提供。 

(3) 利用者もしくはその家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動。 

(4) その他利用者もしくはその家族等に行なう迷惑行為。 
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25. サービス利用にあたっての禁止事項について 

利用者様、ご家族様、関係者等において、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、

やむを得ずサービスを終了する場合があります。 

(1) 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷等の迷惑行為。 

(2) カスタマーハラスメント、パラーハラスメント、セクシャルハラスメント等の行為。 

(3) サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断で SNS 等に掲載すること。 

 

26. 暴力団排除 

(1) 事業所を運営する法人の役員及び管理者その他の職員は、暴力団員（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。次項において同じ。）ではありません。 

(2) 事業所は、その事業の運営について、暴力団員の支配を受けてはおりません。 

 

27. 重要事項の閲覧について 

この重要事項については、当法人ホームページ及び事業所受付にて閲覧いただけます。 
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基準該当短期入所生活介護の提供にあたり、本書面に基づき重要な事項を説明しました。 

 

説明年月日   令和    年    月    日 

 

事業者 

〈事業者名〉 有限会社だいち ナーシングホームもも四日市 

〈事業者番号〉２４８０２０００９２ 

〈住 所〉  四日市市朝明町４４１－１ 

〈管理者〉  鈴木 徹       

  

〈説明者〉                          ○印 

 

 

 私は、本書面によりサービス内容と重要事項の説明を受けました。また、個人情報の取

り扱いに関しても、利用者、家族等共に使用することに同意いたします。 

 

令和    年   月   日 

 

利用者 

〈住所〉                                  

 

〈氏名〉                         ○印 

 

(代筆者              ・理由            ) 

 

 

家族代表 (続柄       ) 

〈住所〉                                  

 

〈氏名〉                         ○印 

 

 

代理人  (続柄       ) 

〈住所〉                                  

 

〈氏名〉                         ○印 


